
弁護士に依頼した方が、勝てる可能性も
高くなるし、気持ちや手間の点でも安心なので、

弁護士にお願いしたいですよね？

でも、心配なこともあります。

2019年には、お金を請求する裁判をした
人のうち、5人に1人が全面敗訴しています。※1

また、勝訴しても相手からお金を
回収できない人も多くいます。

※1 司法統計の認容率80.3%を参考にしています。裁判前の和解や、
　　裁判中の和解は含まれておりません。

▶ 相手も弁護士をつけてきて、裁判所に自分の主張を
   認めてもらえなかった。
▶ 相手から予想外の主張・証拠が出てきて負けてしまった。

▶ 相手に支払うお金がない。  ▶ 相手が財産を隠してしまう。
▶ 実は、相手の事業が上手くいっておらず倒産してしまう。

例えば

例えば

使わずにを
ご自分で弁護士費用を支払っていた場合は、
弁護士費用の分で赤字になってしまいます。

欧米では一般的なサービスで、
日本でも多くの人が利用しています。

弁護士費用を＋
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お電話でサービスのご説明をします。また、請求内容をお聞
きした上で、お申し込みを受け付けています。

申 込STEP 1

案件に関する資料をお送りください。
審査期間は、資料を提供いただいてから、アテラ（個人向け）
で2週間程度、ATEリスク補償（法人向け）で2～4週間程度
です。なお、審査は案件に関するもので、お客様の収入に関
する審査ではございません。

審 査STEP 2

審査結果をご回答します。
その後、重要事項説明を経て、ご契約いただきます。

契 約STEP 3

対象案件

ご利用の流れ

サポートセンター 0120-268-054

・お金などの請求を伴うすべての案件で
  ご利用できます。

・示談交渉、調停・審判、訴訟等のすべての
  法的手続でご利用できます。

・着手金、日当、交通費、印紙・切手代、
  鑑定費用など請求に必要な費用は
  全て提供の対象となります。
  （既にお支払いされた弁護士費用の補填も可能です）

・100万円以上の請求を行う事案が対象です。

・立替額は20万円～でお願いしております。
※ご利用には案件に関する審査がございます。



※2 リスク補償料は、案件のリスクの程度（法的リスクと回収リスク）の審査を経て決定します。

立替えた額の1倍～2倍※2万円 リスク補償料立替・補償限度額 1000 相続特別プランは
0.3～0.7倍[ ]

立替金の返還は、相手からお金を
回収できた後でOK

着手金だけでなく、実費などその他の
初期費用も立替えOK

自分で弁護士費用を支払う場合

勝訴・回収成功敗訴・回収失敗

弁護士
費用の分で

赤字

請求を諦める場合

赤字になる
心配はないが、

回収額はもちろん
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本サービスを利用する場合
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勝訴・回収成功敗訴・回収失敗
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100%

赤字は当社が
引き受け

● リスク補償料は、敗訴・回収失敗の場合のお客様の赤字を引き受ける代わりに、勝訴・回収成功の場合に
　 相手が支払ったお金の一部をいただくものです。
● 解決までの期間が長引いても、リスク補償料が増額されることはありません。

あなたの代わりに弁護士費用をお支払いします！

敗訴や回収失敗の場合でも、弁護士の初期費用の
分で赤字にならない！

立替え

補 償
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----------------- メディア掲載実績 -----------------

[ 提供会社 ]ATE 株式会社
[ 所在地 ] 東京都中央区日本橋蛎殻町 1-2-1 リーラック第一ビル 5 階

[サポートセンター]

0120-268-054
ご不明点は、お気軽にお問合せください！

サービス内容を
説明した動画

（1分半）
もあります!

24時間
受付中！

ウェブサイト

（30代女性）

どうしても相手方にお金の請求をしたかったので
すが、金銭面で余裕がなかったため『アテラ』さん
の審査を申し込みました。請求中も『アテラ』さん
を利用していたおかげで、「負けても損はしない。
上手くいけばお金も入ってくる」と考えることが
でき、気持ちの面でも、とても楽になりました。
ありがとうございました！

（50代男性）

弁護士からも負けるリスクがある事案だと聞いて
いたので、弁護士に依頼することを躊躇していま
した。そのような折に『アテラ』のウェブサイトを
拝見し、問合せをしました。泣き寝入りをする寸
前でしたが、『アテラ』を利用できたおかげで、
お金の心配をせずに弁護士に依頼をすることがで
きました！

お客様の声

お問い合わせ


